
現代生活学研究科学位論文審査基準 

第1条 現代生活学研究科(本研究科)における修士の学位授与に関する要綱第５条およ

び 6条にもとづき組織された審査専門委員会(以下審査専門委員会)は、下記に

示すルーブリック評価表を用いて、学位論文の評価・審査を行う。

 

2    前項の評価でおいて、15点以上の評点が得られたものを合格とする。 

 

第2条 審査専門委員会は、前条により行われた評価結果を本研究科研究科委員会にす

みやかに報告しなければならない。 

 

 

第3条 本規定の改廃については、研究科委員会の議を経た上で行うものとする。 

 

付則   この審査基準は令和 5年 5月 16日から施行する。 


